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Ⅰ は じめ に

以下の本文は1991年 6月にパリで行なわれた,

日本経済の長期的ダイナ ミックスにかかわる賃

労働関係と労使関係の分析をテーマとするセミ

ナーで報告された諸研究の紹介と総括です｡

この論文の執筆事情とこれを京都大学の本誌

に発表するに至った理由を説明しておく必要が

あると思われます｡

わたしは幸運にも1990年11月に京都大学経済

学部に招かれました1)｡ これは,同大学への一

連のパリの研究者の招待に続 くものでした｡こ

の実 り多い協力関係によってわれわれは日本経

済を発見 したわけですが,その起源は10年以上

前にわれわれがパリ第7大学に当時京都大学の

教授であった平田清明氏を迎え入れたときでし

た ｡

1990年11月,京都大学で私が行なった報告の

テーマは,｢ヨーロッパにおける雇用問題と続

一市場の展望｣で した｡この報告には短い日本

語要約があり,これは神奈川大学においても配

付されました｡

さらに私は,京都大学,名古屋大学,神奈川

大学,東京大学その他の研究者と交流すること

ができ,日本の雇用システムとその機能に関す

1) 私は特にここで私を迎え入れてくれた京都大学経済学

部の教官諸兄に感謝の意を表したいと思います｡野津教

授は私の滞在期間中のすべてにわたってお世話をいただ

くとともに,日本に関する重要な知識を与えてください

ました｡八木教授はこの企画に助力くださいました｡最

後に,清水 (非常勤)講師 (硯岡山大学助教授)には翻

訳の労を取っていただきました｡

る現実的諸問題を理解したとはとても言えませ

んが,この日本の雇用システムの機能と賃労働

関係についての本格的な分析に取 り掛かるきっ

かけを得ることになりました ｡

野揮教授,清水,デイ マルチノ両氏 とのセ

ミナーにおいて,私は膨大な素材を与えられ,

正直に言って,解答を得たというよりも多くの

問題を抱ることになりました｡それは単に日本

的 ｢モデル｣だけの問題ではなく,フランスさ

らにはヨーロッパの労使関係 ｢モデル｣につい

ての問題でもあ ります｡つまりフランスおよび

ヨーロッパの労使関係 ｢モデル｣は,日本 ｢モ

デル｣との比較によってより明確に性格付ける

ことができるであろうし,またそうしなければ

ならない,と｡ さて,このような事情を勘案

して,今日,ヨーロッパ市場統一後の雇用問題

に関する私の報告ではなく,日本に関する論文

を発表 しようとするに至った理由を述べたいと

思います｡

私は帰国後,パリの同僚研究者やEC委員会

の雇用 ･労使関係局の責任者と連絡を取 り,日

欧比較分析の意義を説きました｡こうして私は,

日本の賃労働関係に関するフランス,ヨーロッ

パおよび日本の研究者による様々なアプローチ

の突き合わせを目的としたセミナールの開催を

EC委員会に提案 したわけです｡

私の考えでは,このセミナールは平田教授の

来仏以来開始された協同研究の第一段階を記す

ものです｡実際,このセミナールの後,1991年

10月に,グルノーブルでの日仏シンポジウムお

よびパリでのセミナールが行なわれました｡こ
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の協同研究は,現在私が準備している次のヨー

ロッパ ･シンポジウムに受け継がれるものです｡

このシンポジウムは,日本の労働組織と雇用制

度をテーマとして1992年 6月にパリで開催され

る予定です｡

京都での講演では,極めて図式的になります

が,わたしは以下の点を強調しました｡

EC当局の研究に見られる意図的なオプティ

ミズムとは逆に,統一ヨーロッパの形成は雇用

情勢に関するかぎり多 くの不確実な要素が存在

します｡

この不確実性は今日でも続いています｡わた

しは以下でこのような私のペシミズムの原因で

ある主要な要因を要約 しておこうと思います｡

これらの要因は,私が京都での報告において指

摘したものでありますが,依然として私のペシ

ミズムの原因であ り続けています｡

ヨーロッパ12ヵ国内での地理,技術および税

制上の国境の廃止はA ･スミス流の大市場の創

出を目指すものです｡すなわち,市場統合をす

れば,｢見えざる手｣の力が最適規模で作用す

ることができるというものです｡そしてマスト

リヒト条約以前の時期には,ヨーロッパ大市場

という夢の実現は統一通貨の制定と共に進むは

ずでした｡

ヨーロッパの専門家達はこのような自由主義

的オプティミズムから,彼らが ｢非ヨーロッパ

費用｣(市場分裂のコス ト)と呼ぶものを計算

しましたが,このような陰伏的費用は市場統合

が実現されない場合に支払わねばならないと見

倣される費用であるとされています｡したがっ

てヨーロッパ統合市場の利益はこの仮想費用に

等しいのです｡

ここでこのモデルの作成者達の仮説について

詳論することはできませんが (それ自体極めて

オプティミスティックなものであることに間違

いありません),報告において私が強調 したこ

とは,ここで期待される効果は暗に,自由主義

的オー トマティズムが機能するだけでなく,辛

後的に構成員諸国家が一貫した協調的財政経済

政策を遂行するということを前提 しているとい

うことです｡この財政経済政策の必要性という

ことは明らかに自由主義的諸前提と矛盾してい

ます｡なぜならこの場合,自由主義的価値観を

実現するためにまさにその反対のこと,すなわ

ち国家および国家間の強力で一貫した計画化政

策が条件とされているからです｡

このような市場自由主義の考える潜在力を実

現するための公権力の支援というものが彼らの

考えるほど効果のあるものであるとすれば,こ

のような支援はすでにこれまでにはっきりとし

た成果を上げているはずです｡ここに私のペシ

ミズムの原因があります｡

雇用に関して見れば,労働市場の規制緩和と

賃金の物価インデクセーションの緩和がフラン

スの (イギリスのように)政策になったのです

が,最低限言えることは,この2国は雇用を

｢維持する｣能力がないということです｡とく

にフランスは長期的な失業増加に苦しみ,とく

に青年男女と高齢者がこの犠牲になっています｡

とくにフランスとヨーロッパでは事実上,完

全雇用という目標は放棄され,完全雇用という

言葉さえ政治のデイスクールから排除されてい

ます｡

自由主義戦略の採用は労働と雇用の危機の拡

大を阻止しなかったし,また阻止できないもの

です｡

さらに,公権力が労働契約だけでなく,雇用

に関するその他の間接的な社会的諸制度を発展

させなければ,アメリカ合衆国が現に経験 して

いるような労働者階級および社会の両極分解に

行き着 くであろうことには疑問の余地がありま

せん｡

すでに労働の社会関係の質が根底から悪化 し

ています｡フランスの労働組合は押し潰され,

ポスト･フォー ド主義と低成長の時代における

自らの場と役割を見失っています｡彼らの代表

能力は弱いというどころではなく,脱組合化が

明白になっています｡

労働の社会的側面の現代化と再構成は避けて

通れない問題です｡しかし,紛争的契約的関係

に最低限の調和をもたらす方策というものは末
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だ見えてこないということを認めねばなりませ

ん｡

ところで,ヨーロッパ同盟に課された諸制約

によって,雇用に関する公的なマクロ経済政策

は不可能であ り,唯一可能なことは,賃労働関

係の質を改善 し,その構成要素を変更する義務

といわれているものだけです｡

この賃労働関係の質の構成要素という言葉に

よって,私は非時間的なノルムを考えているわ

けではありません｡もしそのような意味にとる

ならばそれは新古典派パラダイムの抽象的概念

の代替物になってしまうでしょうし,このパラ

ダイム自体に疑問があるからです｡問題 となる

のはむしろ,フランスのレギュラシオン ･アプ

ローチにおける意味での賃労働関係を構成する

要素全体が生産システムの変動に適合 しつつ構

造化され,形成される仕方です｡生産システム

のダイナミックスはそれ自体の展開過程におい

て社会的生産諸関係に依存 しています｡制度的

諸形態は,このダイナミックな調整過程が遂行

される空間を構成 しています｡

そして実際のところ, フランスおよびヨー

ロッパにおける雇用の危機の基本的原因はまさ

にこの賃労働関係の質の構成要素のうちに兄い

だされるのであって,市場における純粋な競争

メカニズムの欠如 ということでは絶対にありま

せん｡これについては, 日本の状況を観察する

ことによって極めて明確な証拠が得 られます｡

フランス,ヨーロッパ諸国および日本は発達

した勤労者社会です｡次第に規模を拡大 しつつ

ある世界市場を通 じてこれらの社会はすべて,

生産 ･流通および社会に関する同一の挑戟的課

題に直面 しています｡とはいえこれらの社会の

発展軌道は収赦 しないで しょうし,それぞれの

社会の反応 も異なります｡さらに危機の原因と

結果に対するこれらの社会の適応能力 もまった

く多様であることがわか っています｡

フォー ド主義的成長の世界的危機に直面 した

日本の発展軌道はまった く独自のものであ り,

他の発展 した勤労者社会の発展軌道と異なって

います (この点は1991年10月の私の論文の中で
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詳 しく述べています)｡われわれの主題である

雇用に限って言いますと,この独 自性はさらに

顕著に現われます｡もちろんここでこの間題を

取 り上げることはできませんが｡

しか し,純粋な文化主義的説明を拒否すると

すれば (文化的側面を否定するわけではありま

せん),問題は,フランスや ヨーロッパの困難

に比べたときの日本の成功を説明 しうる賃労働

関係の構成要素は何か,そしてその制度的諸形

態は何か,を知ることです｡

直感的には,以下の論文において解答が与え

られていると考えることもできるで しょう｡ す

なわも,日本の雇用システムをつ くっている制

度的諸形態は ｢見えざる手｣の管理にすべてを

まかせるものとはまったく異なったものだとい

うことです｡

それとはまったく逆に,日本経済の目を見張

るばか りの発展は,歴史と固有の文化によって

統合された国民全体の生き方に基盤を持つ組織

能力および意識的社会形成にもとづ くものであ

るように思われます｡このような国民的個性の

すべてが,フランス,そしていまのところ計画

に留まっている単一ヨーロッパから日本を区別

するものです｡

しか し発展なるものは勤労者社会において可

能なもっとも平等な進歩のための-条件にすぎ

ず,それ自体で十分であるというものではあり

ません｡したがって,たとえ ｢日本モデル｣が

経済的パフォーマンスと雇用の点で優れている

としても,このモデルが勤労者のパラダイスを

意味するというわけではあ りません｡この点は,

日本の同僚研究者がわれわれに指摘 し続けてい

る問題です｡

このことの意味は,日本が ヨーロッパの建設

に対 して,そしてこのヨーロッパ全体のダイナ

ミックスの中でのフランスに対 して適用するだ

けで足 りるようなモデルや処方菱を提供 してい

るのではない,ということです｡

もちろんモデルにはなりませんが,方法は別

です｡すなわち,社会および賃労働関係におけ

る諸慣行の質,それらの長期的安定性,そして
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制度化された妥協の構築といったものにこそ,

発展への適応を可能にする-勤労社会の能力が

依存しているのです｡

以上の個人的な覚書に結論を与えることがで

きるのであれば,それは,日本に滞在 したこと

で日本についての新 しい知見を得るとともに,

フランスおよびヨーロッパについての解答 (あ

るいは適切な問題提起)を得ることができたと

いうことでしょう｡

もし研究者の役割が批判精神の武装解除をし

ないということであるならば,われわれの現実

やわれわれの相互的経験についてなお学ぶべき

ことが多く残っているのだと言えます｡

Ⅱ 日本経済のダイナミックスにおける

労使関係の位置と性格

以下に示す諸論点は,日本の労使関係や雇用

システムを特徴づけるさまざまな要素を叙述す

ることにではなく,現在の日本の構造とダイナ

ミックスを規定している根本的かつ長期的なロ

ジックに向けられている｡

これらの諸論点を提供した諸研究は,単純化

された日本解釈,すなわち異国趣味的な解釈や

過度の文化主義的解釈を乗 り越えるために,

個々の立場から賃労働関係と労使関係の分野で

日本のダイナミックスに関する理論的ビジョン

を示し,相互に比較検討するためになされたも

のである｡ さらに,これらの研究においては,

ミクロ経済学的アプローチとマクロ経済学的ア

プローチの結合によって,日本経済における雇

用システムと成長の総体的決定要因との関係を

明かにすべく努められている｡

日本経済の発展軌道の特殊性は明かである｡

しかしこの特殊性はこの国の文化的性格に還元

できるものではない｡実際,日本自身が,一つ

の発展モデルを利用 ･移植 ･採用し,そこから

生産管理,労働関係の組織化および賃金決定に

ついての独自な方法を発展させたのである｡ さ

らにこの軌道は多 くの迂回を経ている｡ した

がって,仮に日本 ｢モデル｣なるものが存在す

るとすれば,それは経済的制度的調整の複雑な

歴史的過程の全体から生まれたものである｡ そ

してこの ｢モデル｣の一定の要素が移植可能で

あるとしても,それ自体がこのモデルの発展軌

道と構造の性格そのものにかかわるものであり,

また移植可能性は移植 しようとする側の社会の

性格に依存 している｡

1.長期分析から見た構造変化 :労使関係,

雇用制度および発展様式

新たな制度が日本に強要された第二次世界大

戟直後からの歴史を観察すれば,日本の雇用制

度の構成要素は変化 している｡ いわゆる終身雇

用,企業内組合および年功賃金という三種の神

器に関しても同様であり,これらは古 くから確

立されていたものではない｡したがって労働組

合の性格や役割に見られる変化,この国が石油

危機の影響を克服した方法,そして世界経済に

おけるこの国のパフォーマンスを理解するため

には,綿密で適切な歴史的研究が必要とされる｡

この歴史的過程は,賃金と労働市場の決定要

因と経済の発展および国際化の形態との結合様

式を特徴づける異なった諸局面からなっている

(LSchwab)｡

1.1 終戟から1955年まで

経済再建の時期であり,労働権に関する新し

い規則と制度が導入され,激しい労使紛争と強

力な労働組合運動が展開した｡

1.2 60年代から70年代始めまで

春闘が賃金上昇の決定要因となり,大企業に

よる牽引効果が存在 した｡労使紛争の形態は変

化 し,若年就労人口が急速に拡大した｡年功賃

金が定着したが,総賃金コストに対する影響は

小さかった｡重工業が発展 し,国内需要に支え

られて高成長が実現 し,生産性上昇率も高い｡

さらに生産および就業人口において農業部門の

シェアが低下した｡
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1.3 1975-85年

石油危機後のインフレは素早 く鎮静化された

が,賃金上昇に関しては企業自身の経営業績が

大きな規定要因になり,春闘方式が徐々に見直

されるようになった｡この時期は労使紛争と労

働運動の衰退の時期であ り,就業人口成長率の

低下,女性労働者の雇用の増加,新 しい形態の

不安定雇用の発達,外向的成長,重工業の衰退

と自動車産業の台頭,そしてサービス化の進展

によって特徴づけられる｡

1.4 1985年以後

賃金決定に関しては企業の論理 と経営業績が

ますます強い要因となり,労使紛争は減少 し,

労働組合が衰退 して周辺化 している｡ 労働市場

では,人口と労働力の高齢化が進み,女性雇用

が拡大している｡これに第三次産業化が加わる｡

こうして成長は再び国内需要を中心に展開する

とともに,海外への生産移転が加速されている｡

日本は,長期にわたる暗黙の妥協 と相互承認

を生みだし,これを管理するという経済主体の

能力に訴えることによって,外部ショックなら

びに国内要因における諸問題 (特に人口と労働

力の質)を克服することができた｡ したがって,

雇用制度の諸特徴が確立されたのはつい最近の

ことであり,これらの効果は日本経済の構造的

ダイナミックスと成長体制の特殊性を考慮 して

検討される必要がある｡

したがって,上記のような時期区分によって

は,生産性 と利潤率を低下させることもなく,

また雇用を維持 しつつ,いったいどのようにし

て景気後退局面が管理されたのかということを

説明できない｡

この ｢パラドックス｣を解明 しようとする場

令,一般には労働市場の二重構造による説明が

なされる｡ 損害はいわば下請け企業部門に引受

させ,こうして大企業部門は雇用 と利潤を維持

しうる,というものである｡ しか しこのような

損害の外部化の議論は不十分である｡ なぜなら,

これでは雇用維持,生産性上昇率および利潤率

7

というマクロ経済の全体的成果を説明できない｡

こうして蓄積モデル,そのさまざまな構成要

素およびその発展のダイナミックスに考察の目

が向けられなければならない｡

2.マクロ経溝学的視点 :日本はフォー ド主

義 と異なった独自の発展軌道 をもつ

2.1 日本の発展軌道とフォー ド主義 :

R.Boyerの視点

多 くの研究によって引 き出された結論は,

1950年代の始めから1970年代初頭までの先進資

本主義諸国の例外的な高成長はフォー ド主義と

いうまったく独自の新 しい蓄積体制への移行に

よる,というものである｡ フォー ド主義という

概念は確かに末だ議論をともなう概念ではある

とはいえ,大量生産と大量消費の調和 した発展

を意味 し,しかもこの調和 した発展が制度的諸

形態全体によって,すなわち ｢生産性上昇率に

比例 した賃金上昇をコー ド化 している団体協

約｣(R.Boyer),寡占タイプの競争の安定化,

所得を保証する社会保障制度によって実現され

た,と考えるものである｡

特殊な発展様式としてのフォー ド主義の仮説

は,すべての先進資本主義国が同一の制度的諸

形態をもつということを意味 しないし,また同

一の発展軌道を進むということを意味 しない｡

これらが同一であるというような議論は支持 し

えない｡逆に,フォー ド主義の国民的軌道は異

なっているのであって,このモデルの導入 ･同

化様式,各国の社会文化的構造ならびに過去か

らの ｢遺産｣に依存 しているのである｡

それゆえに日本的なフォー ド主義について問

いかけるのが適切であろう｡

R.Boyerに従ってフォー ド主義的蓄積体制

を三つの本質的要因,すなわち労働過程,賃金

決定様式,経済の運動メカニズムと制度的枠組

みによって定義すれば,以下のような日本モデ

ルはアメリカ ･モデルのフォー ド主義ではない｡

(1)蓄積体制とレギュラシオンの関連という次元

で見れば,｢トヨテイズム｣はテーラー主義や
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フォー ド主義とは異なる生産性上昇メカニズム

をもつ ｡ 日本モデルは労働 と作業を細分化する

のではなく,むしろ職能養成 (現場および専門

教育における)に訴え,学習効果を活用し,多

能工化と内部フレクシビリティーを促進してい

る (付表 1)｡

(2)雇用調整の硬直性 (大企業における)は労働

時間の伸縮性を伴 っているが,これは特殊な労

使関係に結び付いている (この点は後に取 り上

げる)｡この労使関係が独 自の ミクロ ･コーポ

ラティズムを定義 している｡

(3)賃金および各種の手当ての決定は物価あるい

は失業水準にではなく利潤の変動に敏感に反応

する｡ この点がアメリカやヨーロッパ (フランス

とイギリス)のモデルとの大きな相違点である｡

したがって,日本は確かに大量生産と大量消

費を実現 したが,高利潤ならびに高資本形成を

相対的に競争的な賃金決定様式とともに維持 し

うる独自の様式によってこれを実現 したのであ

る｡

特に近年において,実質賃金の成長を刺激 し

たものは労働力不足 (これは周辺部門において

も観察される)であって,伝統的なフォー ド主

義的妥協におけるような団体協約によって規定

された事前における賃金協定ではない｡最後に,

協力的な企業間組織形態,そして金融資本と産

業資本 との特殊な関係が 日本経済の全体的パ

フォーマンスの特殊性を説明するものとなって

いる 廿 Groenewegen)｡

企業金融をめぐる競争のゆえに,アメリカ合

衆国では短期的な企業目標 と利潤が優先されて

いるが,日本とドイツではその逆であって,さ

まざまな形態による金融産業間協力によって長

期的観点が優勢であ り,蓄積の長期的なダイナ

ミックスが維持されている｡

2.2 日本はポス ト･フォー ド主義か :

A.Lipietzの視点

日本的産業モデルにおいて機能しているフレ

クシビリティーの諸形態をどのように性格づけ

ることがで きるのであろうか｡｢トヨテ ィズ

ム｣はフォー ド主義が分離 したものを再結合 し

ているのであろうか｡たとえば,カンパン方式

やQCサークルが労働者に再び権力を与えるの

であろうか｡

このように問うとき,｢トヨテイズム｣はポ

スト･フォー ド主義の一形態であると言いうる

ような労働者の協力 ･参画形態を明かにするた

めの分析枠組みが必要になるのではないだろう

か (A.Lipietz)｡

実際,フォー ド主義の危機の時代におけるフ

レクシビリティーと労働者の参画との結合形態

は国ごとに異なっている (詳 しくは付表 2)｡

すなわち,

(1)妥協が明かに産業部門全体の団体協約として

行われるケース(ドイツ),

(2)日本の企業におけるように妥協が非商品経済

的に,黙契的に慣行として結ばれ,しかも労働

者の一部にのみ関与 して,｢労働貴族｣以外の

者 (女性,少数民族等)をカバーしないケース,

(3)妥協が社会全体の水準で調整されるケース

(スウェーデン)｡

日本の左翼的研究者は,労働強化と社会立法

のフレクシビリティーに依拠 した妥協の反動的

性格を告発している｡しかし,保護セクターと

周辺的セクターという二重構造にもかかわらず,

そしてまた福祉国家という点では貧弱であるに

もかかわらず,家計所得の分配はスウェーデン

と同じように平等なものである｡ さらに, ｢企

業忠誠心｣は下請け企業にまで拡大しつつある

ように見える (Y.Lecler)｡

日本や ドイツの労働者が分業なきパラダイス

に住んでいるのではないし,またそのような状

態から遠いとしても,彼らの境遇は工場内にお

いても,また社会生活においても,テーラー主

義的労働者のそれに比べればより良いものであ

ることは確かである｡

とはいえ,付加価値が仝労働者に分配されて

いた ｢古典的｣フォー ド主義 とは異なって,交

渉にもとづ く参画,パターナリズムおよび二重

構造を結合しているこのシステムにおいて獲得

される生産性上昇率の分配は大企業の労働貴族
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に有利になされている｡

2.3 新 しい労働 と産業の管理 :

B.CoriatとK.Shimizuの観点

戦後の諸制約のもとで再出発 した日本は,餐

本主義やフォー ド主義の-モデルではないにし

ても,生産管理の-モデルを創出するに至った｡

この意味で,テーラー主義が-モデルを表 した

ように,｢大野主義｣(B.Coriatの大野耐- 『ト

ヨタ生産方式』による命名),あるいは ｢トヨ

タ生産システム｣ (K.Shimizu)は一つの重要

なイノベーションであると考えられている｡

日本は労働合理化の独 自な方法を開発 したが,

これは歴史的事情から説明される｡

テーラー主義は労働と労働者を細分化 したが,

｢大野主義｣は現場労働者 を多能工 に, した

がって ｢多機能労働者｣に養成 している｡

この過程は,テーラー主義 と同様に,労働者

の権力 とノウハウに対抗 しようとするもので

あったが,それはまた戟後直後において都市化

された有能な労働者階級を形成するのに役だっ

た (M.Hanada)｡

この労働者の多機能性によって生産性は上昇

し,次第に生産過程が強化された｡

大野主義のフレクシブルな時間基準はテー

ラー主義の硬直的な時間基準から区別されるが,

ここに第二の重要な差異が見られる｡

日本の経営者は生産過程の機能と工程を分離

する代わ りに,工場内での生産諸機能を再結合

する｡

これらのものすべてが反テーラー主義的技術

を意味するイノベーション (カンパン,ジャス

ト･イン･タイム等)をなす｡ しか しこのよう

なイノベーションは以下のような新 しい内容を

持つ ミクロ ･コーポラティズム的妥協 と結合 し

なければ,不可能であったと思われる｡ すなわ

ち,長期雇用 と ｢内部労働市場｣タイプの管理,

0,J.T とOff-J.T.による職能形成のシステ

マイックな活用,長期的参画をともなう年功賃

金制度である｡ このような組織イノベーション

は,生産性上昇率が人的資源-の投資を拡大す
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る限り,良好なものであろう｡

この議論は,日本はフォー ド主義の虜ではな

いという考えを支えることになる｡ それは生産

性上昇の実現方法が異なっているというだけで

はなく,この管理様式が伝統的なフォー ド主義

的賃金決定原理とは異なった生産性,労働の質

および賃金決定の独自な関係を含んでいるとい

う意味においてである｡ さらに日本においては,

労働者の参画はインセンテイヴにもとづいてい

る｡ すなわち,労働者が企業内で努力,職能形

成および権限を強めることによって,長期的に

獲得 しうる対価がそれである｡

3.モデルとその主体

3.1 企業 :J.GroenewegenとY.Leclerの

観点

日本の労使関係モデルはマクロ経済学的分析

および ｢大野主義｣の分析 とうまく結合 してい

る｡

日本企業の戦略は長期的なものであって,需

要変動に左右されない強力な自律的能力を持っ

ている｡国内市場と良質な人的資源に関する管

理 (H.Nohara)が戦略の本質的要素をなし,

これが大部分まで製品多様化戦略を支えている｡

内部組織を見れば,このモデルは大企業と下請

け企業との間のパー トナーシップという特殊な

性格を持っている｡ 親企業とさまざまな下請け

企業を結び付けている従属関係は,日本におい

ては特殊な性格を持ち,これが通常は,日本的

産業組織モデルの成功の秘密であると見倣され

ている｡

生産物の流通と,広い意味での情報の流通が,

日本的産業モデルを組織 している｡ 大企業,企

業 ｢集団｣の責任者および下請け企業間の関係

は著 しく強固であ り,この点はフランス,ヨー

ロッパおよびアメリカの もの とはまった く異

なっている｡このような関係を ｢総体的パー ト

ナーシップ｣(Y.Lecler)と呼ぶこともで きよ

う｡ つまり,さまざまな当事者は,企業集団-

の長期的帰属を,雇用,労働,労働組織様式,
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下請け企業の賃金決定及び戟略情報に関する情

報交換の義務を伴 うものと考えているのである｡

このような関係の長期的性格は,｢企業集団｣

或いは ｢家族｣の仝構成員にとっての効率の保

証であると見倣されているのであるが,こうし

た関係はきわめて強い相互信頼関係に支えられ

ている｡ またこのような信頼関係のゆえに生産

量,雇用量,品質調整及び職能権限の調整が可

能になる｡

｢企業グループ｣は技術情報,販売および管

理情報の交換を行 う部品供給業者の ｢クラブ｣

或いは ｢協力会｣を結成している｡ 工程管理,

技術指導,出向が同時に情報交換と労務管理を

最適化する役割を果たしている｡ このような

パー トナーシップが広範な内部フレクシビリ

ティーを支えているのである｡ 応援体制によっ

て生産の拡張期には,上流から下流までの生産

が確保され,景気後退期には雇用調整が可能と

なる｡

この ｢総体的パー トナーシップ｣の基礎は,

日本的 ｢伝統｣や ｢文化｣のみに還元しうるも

のではなく,その起源は日本資本主義の歴史的

事情に兄いだされる｡ 事実,日本の大企業は第

一次大戟時および朝鮮戟争時の急激な需要増加

に対応するために無数の小企業を利用せざるを

えなかった｡それに先立つ蓄積が不十分であっ

たために,中小企業と安価な未熟練労働力を活

用せざるをえなかったのである｡ このことは同

時に,これらの中小企業に対する援助を必要と

し,中小企業の方ではこのような援助に利益を

兄いだした｡

日本の中小企業の親企業に対する従属は,自

立性を追及する西欧の下請け企業の原理とは異

なっている｡ 西欧ではこのような自立こそが中

小企業の存続を保証するものと考えられている｡

したがってここに日本の産業組織のきわだった

特徴がある｡

同様に組織に関する外部関係を,そして特に

近年変化がみられる金融関係を考察する必要が

ある (J.Groenewegen)｡

日本における金融市場の自由化は資本資産の

管理および銀行と企業間の関係におけるいくつ

かの変化をもたらした｡近年の研究の示すとこ

ろによれば,経営危機に直面している銀行は収

益性の低い企業との取引を止め,長期取引とい

う慣行を破棄する傾向が認められるようである｡

大企業の資産はこの種の困難や企業買収をまぬ

かれているし,外国資本の資本参加は希である｡

競争激化という今日の状況においては,この

ような企業間関係への投資と下請け企業間競争

の不在とが,ある観点からすれば日本モデルの

弱点をなすと考えられるのであるが,この点は

どうであろうか｡

他方,政府行政および通産省の果たす特に重

要な役割はすでに知られており,日本的産業組

織モデルの特殊な要素をなしていることは明か

である｡ 相互調整,勧告,戦略的助言および濃

密な情報システムが通産省の組織化戦略を特徴

づけている｡最後に,通産省が研究開発 (民間

部門のそれを含む)に対する刺激や資金供給に

おいて決定的な役割を果たしているという点も

明記されねばならない｡

このような国家の介入は情報の質や経済の長

期的調整の点で市場メカニズムに信頼性がない

ということを示している｡ たとえ通産省の介入

がそれほど直接的なものではないにしても,そ

の重要性には変わ りがないと思われる｡

3.2 労働組合 :M.Hanadaの観点

日本の労働組合運動は西欧の労働運動 とは

まったく異なった基盤の上に組織されている｡

産業別組織は存在しているが,その基礎は企業

別組合である｡

表面的には,春闘が賃金上昇を決定している

が,実際にはこの時期に企業内交渉が行われる

からにはかならない｡協定は常に企業内で結ば

れるのである｡

企業内の労働者は,事務労働者であろうと現

場労働者であろうとすべて労働組合員である｡

大部分の大企業労働者は組織的に労働組合に加

入し (｢ユニオンショップ｣･タイプの協定),

組合費が賃金から天引きされる｡
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この制度は年功制と内部昇進制に結び付いて

いる｡ このような特殊性は,歴史的に見て第二

次世界大戟後の労働者階級の都市および産業へ

の統合によるものである｡ このパターナリズム

的管理は企業内でヒエラルキー構造を維持 しつ

つ職能養成を進める必要性によっても正当化さ

れる｡

ある研究者達はこのような労働組合の特質を,

第二次世界大戦後の労働運動の敗北によって説

明している｡ この時期,労働者の要求は解雇の

禁止と労働集団内での平等の保証に向けられて

いた｡

したがって労使関係の進化は新技術の導入と

組織イノベーションが進められた産業化 と構造

再編成の時期 (1955-1974)にとりわけ急速で

あった｡こうして労働運動は三つの新 しい規定

要因を持つことになった｡すなわち,｢作業長｣

制度の導入,団体交渉を犠牲にした協議制の発

逮,｢QCサークル｣のような小集団活動の出

現である｡

工業における ｢トヨタ ･システム｣の発展と

普及および雇用情勢の新 しい傾向 (高齢化,労

働力不足,新 しい雇用形態,女性労働者の拡大

等)は労働組合の機能に変化を生みだした｡特

に,労働条件の管理という組合の役割は次第に

疑問視されるようになってきた｡

最後に,このシステムは大企業労働者のみの

もの (労働者の25%であるとされているが,確

かではない)であることを忘れないようにしよ

う｡ さらに近年 (1960年以後),労働運動その

ものが多くの構造変化や分裂を繰 り返してきて

いる｡ したがって,労働組合の現時点での性格

づけは,一般に考えられているほど明確なもの

ではないし,決定的なものでもない｡

日本の労働組合がヨーロッパの労働組合とは

異なった量と質の企業内情報を持っていること

は確かであるが,企業内における労働組合の決

定への,したがって権力への参加という問題に

関しては劣っている｡
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3.3 経営,資本および労働組合 :

H.Noharaの観点

ヨーロッパ的な意味での労働組合の経営参加

というものを考えるならば,日本の労使関係を

理解しえないであろう｡ これはミクロ ･コーポ

ラティズムという枠組みで分析されねばならな

いものである｡企業内においては,労働者参加

がさまざまなメカニズムと協定によって保証さ

れている｡ この点に,企業内組合はかなりの程

度まで関与している｡

青木の研究 〔1991〕は ｢J企業｣内の諸関係

を理論化しようとしたものであるが,ここでは

経営,資本および労働組合の間の特殊な関係に

関するかぎりでのミクロ･コーポラティズムの

特殊な諸側面を強調 しておかなければならない｡

先進資本主義の特徴である資本と経営の分離

は,日本ではその歴史的事情から生まれた特殊

な形態をとっている｡家族的資本主義は第二次

世界大戦後に崩壊し,合衆国によって持ち株会

社が禁止された｡過去の金融グループの再編成

は金融同盟の誕生のきっかけとなったが,この

金融同盟は銀行を含むとともに,経営に敵対的

な株主の介入を阻止するものであった｡こうし

てサラリーマンで構成される経営陣は外部株主

の無力化によって決定的なテクノクラー ト権力

を保持する｡

大株主は銀行であり,銀行は債権者として行

動する｡ したがって,日本に特徴的なこの銀行

による株式所有という制度的特性によって,経

営の独立性が強化されることになった｡ この独

立性は,株主が経営陣や取締役を指名 しないだ

けに一層強いものになっている｡ 企業の経営陣

や取締役は企業管理者層から選ばれ,外部株主

の代表者は排除されている｡ 銀行自身にしても,

短期収益率の最大化を経営者に要求しうる力は

きわめて限定されている｡ 銀行が経営に対して

なしうる制裁は銀行信用という迂回路を通じて

であるが,このような影響力さえも1980年以来

の企業の自立的金融能力の拡大によって縮小 し

ている｡

ところで,この経営の自立性は特殊な正当性
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に基礎づけられている｡ つまり経営陣の80%が

内部昇進者なのである｡ 大卒の場合でも,まず

もって新参者として入社しなければならず,ヒ

エラルキーの最底辺からキャリアを開始しなけ

ればならないのである｡ こうして管理者の権限

は企業内部で形成されるのであり,管理職層に

関する外部市場は実際上存在しない｡この点が

日本的ミクロ ･コーポラティズムの特色であっ

て,西欧的慣行と根底から異なるところである｡

こうして経営の自立性は管理職層の企業への従

属の強さと共存している｡ かくして企業内にお

ける経営者と従業員との間の利害共同体が生 じ

るのである｡

パターナリズム的性格と雇用保証と結びつい

たこの経営の自立性は長期的な諸目標を実現す

る能力によって正当化されている｡ しかもこの

能力は労働者が重要な資本部分を構成するがゆ

えに,一層重要である｡ たとえば,退職年金積

立金はいくつかの大企業の自己資産の4分の 1

を占め,公共の社会関連資本の半分を占めるま

でになっている｡ これがさらに,経営者と労働

組合による協調的管理の利点になっているであ

ろうことは,想像がつく｡

このミクロ ･コーポラティズムは,日本の大

企業の内部労働市場を定義するものであり,配

当の形態による利潤分配を固定費と考える傾向

がある｡ その結果,株主は付加価値の分配をめ

ぐる交渉においては部外者と見倣される｡

このようなシステムは現在と未来との間での

利害の調停に関する安定 した管理を意味 し,

｢終身雇用｣という神話の背後には労働条件な

らびに賃金決定様式に関する経営陣と組合との

間の絶えざる交渉が兄いだされる｡ したがって

労働組合は株主によってコントロールされてい

ない経営に対する抑制者の役割を果たす｡その

結果として経営陣は長期的な一貫した経営を,

すなわち長期的な経済的投資と人的資源への投

資を遂行せざるをえないのである｡

このようなミクロ ･コーポラティズムは明か

に日本的文化モデルと結び付いているのである

が,それは50年代の闘争の後に形成されたもの

であって,競争様式の変化,企業グループの国

際化,そしてすでに述べた社会的諸問題の発生

によって変更されうるものである｡

4.労働者参加

4.1 参加形態の多様性 :

M.Freyssenetの観点

経営一労働組合同盟だけでは日本モデルの成

功を説明できない｡この成功の秘密を解 くカギ

の一つは企業の目標および方法に対する労働者

参加のうちに兄いだされうるはずである｡

労働者の参加は常に資本主義の中心問題で

あった｡生産管理法としてのテーラー主義,そ

して労働者の大量消費への参加と購買力の維持

が中心的役割を演 じるマクロ経済モデルとして

のフォー ド主義は,それなりにこのような労働

者参加の要請に応えようとするものであった｡

そして部分的にであるが,フォー ド主義の危機

とその効率性の喪失は,労働者参加の衰退が生

産性上昇をもたらす源泉の枯渇を引き起こした

ことで説明できる｡

ところで,日本の雇用制度の主要な特徴の一

つは有効な労働者参加にあるように見える｡ そ

れも単に生産計画の遂行に留まるのではなく,

能率改善,組織イノベーションの実行,多能工

の養成,生産環境の変化に対する適応性と内部

フレクシビリティーに関するものである｡

さまざまなQCサークルや ｢自己管理グルー

プ｣に対 して行った調査 (M.Freyssenet,H.

Hirata〔1982〕)の結果が示す ところによれば,

このような創意に富む労働者参加は実際のとこ

ろさまざまな形態を取 りうるし,またさまざま

な方法で実現されうる｡

強制的参加 :このタイプの ｢参加｣(電機産

業と女性労働者)は強制的なや り方で従業員の

イニシアティブを引き出そうとするものであり,

従業員はよかれあしかれこの要請に応えている｡

｢事実上の交渉にもとづ く｣参加 :これは鉄

鋼業において実行されているもので,男性の正

規労働者のみに妥当し,彼らはこれによって生



日本経済のダイナミックスにおける労使関係の位置と性格

産性向上と労働条件改善の間に一定のバランス

をとっている｡

受容された積極的な参加 :これは,従業員の

削減と職能資格の低下を引き起こすような高能

率の自動生産装置を操作する労働者に,妥当す

るものである｡

とはいえ調査の示すところでは,文化的基礎

は必ずしも積極的参加の発展に寄与していない｡

実際,戦前の権威主義的で極端にヒエラルキー

化された諸形態ではこのような成功を説明しえ

ない｡それにはアメリカ人による新 しい管理の

強制的確立と戦後の諸制度が必要であった｡こ

の点でも歴史的研究によってわれわれの知識を

拡充しなければならない｡

4.2 企業におけるメリットクラシー

Y.Hiranoの観点

日本企業における賃金決定を子細に見るなら

ば,語るべきものは平等主義ではなくメリット

クラシーであろう｡

構想と実行が完全に分離されているテーラー

主義とは反対に,積極的参加による労働組織は

自己の活動の結果を予測 しうる作業者を必要と

する｡ すなわち,異常を迅速に発見し,機械の

調整を遂行 し,技能を向上させる労働者が必要

とされる｡

このような要請を実現するためには,単純な

年功賃金-いわば賃金上昇の保証-では不十分

であ り,個人的要素 (｢能力給｣と呼ばれる)

を加える必要がある｡ この場合,個人のノウ･

ハウと職能形成によって獲得される個人技能に

加えて,イニシアティブ,学習意欲,責任感,

協調性といった要素が考慮される｡

か くして ｢メリットクラシー｣原理が成立す

る｡ これは年功賃金原理 と結合して労働者参加

を促進する｡ 個人の生産性はかくしてルーティ

ン化の恐れなしに向上することになる｡

査定は監督者によって行われ,評価は5段階

で記録される｡ 人事部がこの査定を検討 し,昇

給額を決定する (時には昇給決定に労働組合が

関与することもある- 日産のケース)｡
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メリットクラシーは労働者の規律化を生み,

労働者の努力を引き出す効果をもっている｡

最後に,個人のメリットの評価は,これが労

働者間の競争を引き起こすとしても内部市場に

限定されているかぎり,ミクロ ･コーポラティ

ズム的妥協に統合されている｡

5.日本モデルの文化,制度そして移植可能

性 :Ph.D'Iribameの観点

固有の歴史的文脈の中で成立した日本の労使

関係モデルはその独自性によって知られている｡

知るべきことは,どのような点が移植可能であ

るのか,そしてどのような理由で移植可能だと

いえるのか,ということである｡

この点,文化主義的分析と厳密な制度的分析

を戯画的に対立させるのは不十分である｡

日本モデルのパフォーマンスをそれ固有の文

化に帰着させたり,あるいは同質的で伝統的な

国民的アイデンティティーに根ざした社会形態

に帰着させのでは不十分であるし,同様に,モ

デルの独自性を一定数の制度の採用に還元する

のも不十分であろう｡

日本のパフォーマンスからえられる教訓につ

いてみれば,日本モデルは文化主義的解釈によ

ればなんの役にも立たないものであるし,非文

化的解釈によれば完全に移植可能なものだとい

うことになる｡

かくして真実は別のところにあることに気づ

くであろう｡ 経営方法の移植が試みられている

日本の海外工場の分析が有効な分析分野である｡

この場合,産業モデルと組織様式の比較が示唆

を与えてくれる｡

アメリカの ｢古典的｣な組織様式は機能と職

務の契約時における限定と規制を強調 している

(テーラー的方法によって)｡構想者にせよ実

行者にせよ各人の責任は短期的契約に示される

義務である｡ この原理は企業内においても企業

と下請けとの関係においても妥当する｡

企業内では管理部門と労働組合の間に対立が

存在し,協定は脆 く,容易に変更されうるもの



14 調査 と研究 第 3号 (1992.10)

である｡

これとは反対に,日本的組織の特徴は長期的

協力関係,比較的暖味な職務 ･機能 ･責任の定

義である｡ この暖昧さと長期的性格は集団的努

力 と協力における適応性 と内部フレクシビリ

ティーを伴っているのである｡

このような概念はアメリカ的習慣とは無縁の

ものである｡ なぜなら,アメリカでは各人が明

確に定められた個人ごとの評価基準にしたがっ

て評価されるということが本質的重要性を持っ

ているからである｡ さもなくば,｢公正｣と仲

裁という世界とは無縁な世界に入ると思われて

いるからである｡ 労働における従属と市民問の

平等を和解させるこの原理は ｢上位-クライア

ント｣と ｢従者一部品供給者｣との契約関係に

も兄いだされる｡

日本的組織様式はこのような哲学とはほとん

ど両立 しない｡

日本モデルにおける水平的及び垂直的責任に

つきまとう暖昧さは,個人を異常な従属関係に

おくアメリカ的実践とは無縁である｡ 日本では,

この暗黙の関係は上位者の下位者に対する責任

を伴い,これが ｢ボス｣の権力を制限している

のである｡

ここでは,純粋なアメリカ的 ｢個人主義｣に

対立すると見倣される日本の ｢集団精神｣とい

う神話を認めようということではない｡日本社

会はコンフリクトをかかえており,この社会に

おいても個人は-実体である｡異なるのは,社

会化の形態と個人の統合過程である｡

特に,日本の伝統において公正さを基礎づけ

ているものは,厳密な規則,報酬および賞罰の

適用時における疑問の余地ない事実にもとづ く

客観的判断であるというよりも,各人が評価さ

れ,鼓舞され,配置転換され,賞罰を与えられ

るときの方法であるということは,正しいであ

ろう｡ 日本では,この評価自体が長期的で集団

的な過程の結果としてなされるということも正

しいであろう｡ 企業忠誠心は長期的なものであ

り,しかもそれは上司にも部下にも要求される

のである｡ たとえば,監督者を労働組合が査定

するということが知られている｡

ここで重要なことは能動的な文化的要因であ

る｡ 日本企業のアメリカ工場においては以下の

ようなテーマに,すなわち ｢チーム｣,｢協力

的｣個人の採用,日本人コンサルタントによる

監督等の移植可能な要素の追及に,集中的な努

力が傾けられていた｡

したがって,日本的管理様式から教訓を引き

出すことがまったく正当であり適切であるとし

ても,下卑たサルまねは排除されるべきである｡

日本的協力関係の導入は同一の文化的文脈で行

いうるものではない ｡ それは,社会生活および

人間の管理についての明示的および暗黙の観念

における支配的な関係にもとづいて,なされざ

るをえないのである｡

これもまた今後展開されるべき研究プログラ

ムである｡
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〔付表 1〕フォーディズム, 卜ヨテイズムおよび日本経済の国民的軌道

(R.Boyer論文からの引用)

大量生産と大量消費 :アメリカと日本では蓄積体制が異なっている

A 典型的なフォー ド主義モデル :アメリカ合衆国

フォー ド主義的 > 実質賃金上昇 >

賃金妥協 の制度化

†
好循環

B トヨテイズム :異なった蓄積体制

ミクロ ･コーポラティズム

と二重構造

消費の >

ダイナ ミズム
投資刺激

∫

生産性上昇

漂 誓 讐 ?/ - 高利潤 - 高蓄積率

▲ ▼
需要の

ダイナ ミズム
労働者消費 卜 賃金上昇
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ヘンリー ･フォー ドの構想 合衆国の現実のフォーディズム トヨテイズム :フォー ドの構想の実現

1.統合戦略としての

パターナリズム

2.企業内労働者の協力

体制の追求

3.企業に固有な協定が理想

4.賃金は企業に対する忠誠

に対 して支払われる

5.労働者の定着化 と退職率

の低下を目指す

6.シェア経済 :

-固定給+利潤配分

7.労働者の生活様式の権威

主義的規格化

8.局地的イノベーションの

結合による変化

9.方法は内生的に普及

1.組合,企業,国家間の相互作

用の結果

2.労働者と経営者の強度の紛争

的関係

3.分権化された交渉を誘導する

代表的団体協約

4.賃金は概 して紛争とス トライ

キの後の労使間交渉の結果

5.一定の例外 (フォー ド,GM)

を除いて,大企業間の労働移

動が激しい

6.価格と期待生産性上昇へのイ

ンデクセーション

7.労働者-消費者の自由選択と

アメリカ的生活様式-の参加

8.全体的観点からの地方行政,

労組,国家による多様な介入

9.一連の試行錯誤が明確なコー

ディネーションを必要にする

1.社会的統合に関する大企業の役割

2.労働者の企業目的への参加が顕著

3.大企業におけるミクロ･コーポラティ

ズムが理想

4.春闘と大企業競争力の結合

5.大企業内での労働者のキャリアが労

働者の定着化を促進

6.給与の重要な構成部分であるボーナ

スは実現利潤に依存

7.労働外の生活における企業の役割と

社会生活の定型化

8.大企業の戦略の決定的影響力 (下請

け企業を通じて拡大)

9.労働力不足状態においては競争的労

働市場が高賃金を波及させる

〔付表 2〕アフター ･フォーディズムの労使関係

(A.Lipietz論文からの引用)

アフター ･フォー ド主義の労使関係

企 部 全

フレ

テーラー主義 人 業 門 国 交渉にも

性ク ーフォー ド主封

匹 壷スウェーデン

RFA日本(卜ヨ

テイズム)USA UK

FRANCElネオ .テーラー主義

l 両立不


